
  

 
 

 
 
 
 
 

第 I 部 事前調査結果 
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第 1 章 調査概要                                     

1-1 調査の背景・経緯 

 ルーマニアにおける環境問題解決への取り組みは 1989年 12月の民主革命以降始まった

が、有害廃棄物の管理および処理に向けた政策レベルの対応は遅れているのが現状である。 

 国内には工業地帯、鉱山地帯などの産業廃棄物管理・処理を徹底する必要のある地域が

あるにも関わらず、現状では有害廃棄物に関する管理マスタープランは存在しない。ルー

マニアは民主化及び市場経済化への移行に努力しているものの、この 10 年来の景気後退

から環境部門への投資・予算額も少なく、環境行政の予算、人員は逼迫している状況にあ

る。 

 有害廃棄物の管理に向けた政策レベルの対応は遅れており、環境問題の責任官庁である

水利・環境保護省（以下、「MWEP」）のキャパシティ・人的資源も不足しているために廃

棄物管理行政の基盤は脆弱で、制度を担保できる仕組みは整っていない。環境問題への対

応は近年ようやく本格化しつつあるが、MWEP 内では実務経験を持った人材が少なく、こ

の面からも有害廃棄物管理マスタープランの策定を必要としている。また、EU への加盟

に向けて、EU の有害廃棄物管理制度に調和した有害廃棄物管理システムが必要となって

いる。さらに、国営企業を含め、有害廃棄物に対する意識も低く、有害廃棄物の減量化の

ための努力が十分なされているとは言い難い状況である。 

 このような状況の下、ルーマニア政府は平成 12 年 12 月、日本政府に対して産業廃棄物

管理計画の策定支援に係る開発調査の要請を行った。 

 

1-2 事前調査の目的 

 今回の事前調査においては、関連情報の収集、調査対象サイトの踏査及び実施細則（S/W）

（案）に関する先方関係機関との協議を通じて本格調査の方針や範囲、実施方法等をより

具体化し、双方が合意した場合には S/Wおよび協議議事録（M/M）の署名・締結を行うこ

とを目的とした。 

 

1-3 調査団員構成 

氏 名 職 名 所 属 

丸山 芳樹  団長 国際協力事業団鉱工業開発調査部長 

渡辺 泰介  協力計画 国際協力事業団工業開発調査課課長代理 

阿由葉 信一 環境政策行政 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課調査専門職 

近藤 整   調査企画  国際協力事業団工業開発調査課 

（計 4 名） 
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1-4 派遣期間および調査日程 

 平成 13年 11 月 4 日（日）～11 月 15 日（木）（12 日間）。調査期間中の行程は下表のと

おり。 
No 月日 行程 
1 11/4 Su  移動：東京 12:00→ロンドン 15:45（Jl401）（渡辺・近藤団員） 
2 11/5 Mo 10：00 

14：00 
JICA 英国事務所、在外プロ形コンサルタントとの打合わせ 
EBRD 訪問 

3 11/6 Tu  
 

16：30 

移動：ロンドン 9:55→ブカレスト 15:25（BA2894）（渡辺・近藤団
員） 
在ルーマニア日本大使館表敬 

4 11/7 We 9：00 
10：00 
11：30 
14：00 
15：30 
16：30 

JICA ルーマニア駐在員事務所打ち合わせ 
産業資源省（環境部門） 
産業資源省（金属工業部門） 
ブカレスト保健所 
水利・環境保護省（EU Twinning 専門家（ドイツ）） 
水利・環境保護省（廃棄物管理課・環境モニタリング課） 

5 11/8 Th 10：00 
12：00 
13：30 
14：50 

ICIM（環境研究所） 
ブカレスト環境保護署 
グリナ廃棄物処分場視察 
公衆衛生院 

6 11/9 Fr 9：40 
11：20 
12：20 
13：30 

移動（ブカレスト→プロイエシュティ） 
プロイエシュティ環境保護署 
石油精油所（Petrobrazi） 
廃棄物処分場視察（Telejan、Boldesti） 

7 11/10 Sa  
 
 

移動：東京 11:10→パリ 15:40（JL405）（丸山団長・阿由葉団員） 
移動（ブラショフ→ブカレスト）（渡辺団員・近藤団員） 
団内打ち合わせ 

8 11/11 Su  
 

15：30 

移動：パリ 9:35→ブカレスト 13:30（AF1888）（丸山団長・阿由葉
団員） 
団内打ち合わせ（以下全員） 

9 11/12 Mo 8：00 
10：00 
13：00 
14：00 

水利・環境保護省（廃棄物管理課/国際課） 
EU ルーマニア代表部事務所 
水利・環境保護省（S/W 協議：廃棄物管理課） 
水利・環境保護省協議（S/W 協議・確認：ジェレフ次官） 

10 11/13 Tu 10：30 
16：00 
17：10 

S/W 署名（ジェレフ次官） 
グリナ廃棄物処分場視察 
在ルーマニア日本大使館報告（三橋大使） 

11 11/14 We 9：20 JICA ルーマニア駐在員事務所報告 
移動：ブカレスト 14:20→パリ 16:30（AF1889）、パリ 18:05→ 

12 11/15 Th  →東京 13:15（JL406） 
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1-5 対処方針 

（1）本格調査内容の確認 

ア．対象とする廃棄物の範囲 

 要請書の段階では産業廃棄物を対象とする旨記載されていたが、その後の政権交代によ

り相手側人員体制が大幅に変化し、有害廃棄物を対象とした調査とすることを相手側は希

望していることが判明している。また、調査対象としても、有害廃棄物は産業廃棄物から

大きく絞り込まれる。このため、調査対象廃棄物は有害廃棄物とし、調査のタイトルも「ル

ーマニア国有害廃棄物管理計画」とする。また、放射性廃棄物は有害廃棄物に含まれない

ことを確認する。 

 

イ．発生源対策、リサイクル 

 工場等の発生源での公害対策を重視しており、クリーナープロダクション等による有害

廃棄物の発生の削減を考えたい旨伝える（パイロットプロジェクトもこの分野とする）。

有害廃棄物以外の廃棄物、排ガス、排水の問題が大きいと確認された場合には、発生源対

策については、これらを考慮する旨確認する。 

 また、3R（reduce, reuse and recycle）について、政策・活動を確認するとともに、リサイ

クル業者、クリーナープロダクション等のコンサルタントの状況を確認する。 

 後述するセミナー・ワークショップも、必要に応じ、本分野を取り上げる。 

 

ウ．パイロットプロジェクトの枠組み 

提案する M/P、アクションプランの内容に関して、より効果的な手段を確認するため、

パイロットプロジェクトを実施することし、対象分野は、3R（reduce, reuse and recycle）と

することを提案する。実施内容については本格調査開始後、現況を把握した後に調査団か

ら提案を行い、相手側と協議のうえ決定することとするが、例として廃棄物発生量最小化

のための製造プロセス改善の普及啓蒙を図るためのワークショップ開催といったものを

説明し、相手側の意向を協議において確認する。 

 

エ．調査実施体制の確立（ステアリングコミッティー） 

本調査を実施するにあたってのルーマニア側の受入体制を確立するため、調査の進捗監

理および情報提供等の調査実施をサポートすることを目的とするステアリングコミッテ

ィーの設置を提案する。これは MWEP を中心とした先方関係機関により構成される。調

査団としては関係機関として、産業資源省、環境研究所、保健省、欧州統合省等を想定し

ているが、最終的な構成メンバーについては相手側との協議により決定することとする。 

 

オ．他ドナー協力内容との整合性確認 
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ルーマニアにおいては現在 EU・ドイツの支援により都市ごみを含む廃棄物全般の処理

に関して EU 基準への適合を目指す管理戦略策定支援が行われており、10 月頃に終了の予

定であるが、次のフェーズも検討されている。重複を避けること、期待されるアウトプッ

トに関して、相手側機関、および可能であれば EU 専門家と協議を行う。 

 

カ．工場調査への協力 

工場調査、処理施設調査について、調査のアレンジ等の協力体制を確認する。 

 

キ．セミナー・ワークショップ 

 行政機関・企業への技術移転、企業における意識向上のため、セミナー・ワークショッ

プを数回開催することとする。具体的な内容は、本格調査開始後に協議することとする。 

 

ク．M/P のフォーマル化 

 調査において提言された M/P がルーマニア側の M/P としてオーソライズされるための

支援を行うため、DF/R から F/R までの間に 6 ヶ月程度期間をとることを提案する。 

 

ケ．レポート 

 英文報告書に加え、ルーマニア側のニーズを考慮し、ドラフトファイナルレポート及び

ファイナルレポートのみルーマニア語のレポートも作成することを提案する。翻訳は日本

側にて行うが、ルーマニア側において翻訳のチェックを行い日本側は責任を持たないこと

とし、また英文を正文とすることを双方で確認することにする。 

 

（2）関連情報の収集 

ア．英国コンサルタント 

 本件調査では事前の情報収集を目的として英国のコンサルタントを活用して在外プロ

形調査を実施している。当該調査を実施したコンサルタント、作業監理を担当した JICA

英国事務所による打ち合わせを行い、相手側体制および要望、調査実施上の留意点、他ド

ナー動向等に関して再確認する。 

 

イ．EBRD（欧州復興開発銀行） 

本調査の結果を活用するための有力な資金ソースとなりえる EBRDに対して、調査結果

の有効な活用を視野に入れつつ本件調査の主旨等について説明・協議を行う。 

 

ウ．質問票の送付 

 リサイクル業者、相手側の法制度整備面のニーズ、有害廃棄物処理施設整備方針等に係
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る情報について、あらかじめ質問票を送付し、調査団訪問時に情報を収集する。 

 

第 2 章 調査結果 

2-1 実施細則（S/W）の合意 

調査団と MWEP との間で S/Wに関して協議を行った結果、双方合意に至り、S/W およ

び協議議事録（M/M）を共に署名、交換した（交換した S/W および M/M は第 II 部添付資

料 1.を参照）。 

S/W に記載された本格調査の概要は以下のとおり。 

 

 

1. 調査の目的 

関係機関の実施能力強化および民間セクターの意識向上を含む、有害廃棄物の減量

化及び適正処理システムを構築するためのマスタープランおよびアクションプランの

策定。 

2. 対象地域 

 ルーマニア国全国とし、詳細調査は工業地域に焦点を当てる。 

3. 調査項目 

（1） ベースライン調査 

（1-1）背景となるレビュー 

 （1-1-1）環境保護関連の政策・制度フレームワーク 

 （1-1-2）有害廃棄物による環境汚染 

（1-1-3）関連調査・プロジェクト 

（1-1-4）有害廃棄物排出の観点からのセクター分析 

（1-2）有害廃棄物管理の現況 

（1-2-1）発生者による管理（有害廃棄物発生量推計を含む） 

（1-2-2）コントラクターによる有害廃棄物の収集輸送、リサイクル、 

    処理処分 

（1-2-3）規制システム 
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2-2 実施細則（S/W）および協議議事録（M/M）協議に係る主要論点 

今回の S/W および M/M 協議におけるルーマニア側からの要望事項等主要論点は以下の

とおり。 

 

1）調査タイトルおよび対象廃棄物 

正式要請における対象廃棄物は産業廃棄物であったが、有害廃棄物に焦点を当てた調査

とすることを双方で確認した。対象となる廃棄物はルーマニアにおいて本年制定・施行さ

れている廃棄物管理に係る法律（ Law No. 426/2001）において定義されているものとした。 

また、相手側から現在廃棄（保管）されている農薬が及ぼす環境影響、および処理対策

に関する調査実施に対する強い要望があり、M/M において農薬廃棄物も調査対象として考

慮することを確認した。あわせて、パイロットプロジェクトは、当初予定していた 3R

（reduce, reuse, recycle）分野以外も対象としうることとした。パイロットプロジェクトの

内容については調査開始後に相手側と協議のうえ検討することを確認した。 

 

2）ステアリングコミッティ 

 農薬廃棄物管理についての情報を得るため、農業省もメンバーとして加えることとした。

また、正式なメンバーは調査開始後に追加することが可能であることを確認した。なお、

ステアリングコミッティの議長は MWEP 環境保護担当次官が担当する予定であることを

口頭で確認した。 

（2） 有害廃棄物管理マスタープラン策定 

（2-1）基本戦略の策定（目標年 2010 年、発生量予測、3R、関係機関の役割） 

（2-2）3R（reduce, reuse and recycle）（クリーナープロダクションによる発生 

    源対応、リサイクル業者、企業内管理体制、パイロットプロジェクト 

    を含む） 

（2-3）組織制度開発（関係組織強化、民間セクターネットワーク、キャパシ 

    ティビルディングを含む） 

（2-4）処理施設（投資・ファイナンス、民間セクター参加を含む） 

（2-5）インセンティブ付与と民間セクターの意識向上 

（2-6）経済・財務分析 

（2-7）短期的なアクションプラン（優先活動の提言・初期環境評価） 

4. 調査スケジュール 

 18 ヶ月間（実施予定のパイロットプロジェクトの内容により期間は変化しうること

を M/M にて確認） 
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3）レポート 

相手側からの提案により、調査開始後第二次現地調査時にプログレスレポートを作成し

相手側に提出することを両者で合意した。 

 

4）工場調査に係る協力 

 MWEP からの協力を得られることを確認した。また、本件に関してはリサイクルを所管

している産業資源省、MWEP の地方機関である EPI（環境保護署）に対しても協力を依頼

し、口頭で協力が可能である旨了解を得た。 

 

5）調査団執務スペース提供・調査に係る費用負担等 

M/M（案）では調査団執務スペースを MWEP 本省庁舎内に用意することとしていたが、

本省庁舎内はスペースの都合上困難なため、MWEP がアレンジするという記述に変更した。

なお、スペースは MWEP 所管の独立行政法人である ICIM（環境研究所）内にアレンジさ

れる予定である旨口頭で MWEP および ICIM に確認した。 

また、ワークショップ開催等の費用負担に関して、調査団側で諸費用を負担し相手側が

C/P 側交通費を負担することで合意した。 

 

6）アンダーテイキング項目 

 相手側より免税項目等の相手側アンダーテイキングに関して実施機関である MWEP が

権限を持っていないため政府を代表して署名することが困難である旨言及があったが、以

前の開発調査の例を示し特に変更せずに署名を行った。なお、相手側は当方からの説明を

受けて首相府に本件の確認を求め、問題ない旨回答が得られたために署名が可能になった

旨説明があった。 

 

2-3 今後の予定 

コンサルタント選定手続きを進め、平成 14 年 3 月初めを目途に第一次現地調査団を派

遣する見込みである旨説明した。 
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第 3 章 本格調査実施に係る留意事項 

3-1 相手側実施体制 

 ルーマニア側はMWEPを中心として産業資源省、欧州統合省、保健省、農業省等の関連

機関を招聘しステアリングコミッティを開催することがS/Wにおいて規定されている。メ

ンバーは調査開始後に双方の協議のうえで決定し、追加することも可能としているので、

調査の過程で参加が望ましい機関があればMWEPと協議しメンバーの追加を要請するこ

とが必要となる。 

また、ルーマニア側は本調査の実施のため実務担当者数名を配置し、調査団と協力し作

業を行うことになっている。調査の初期段階で先方に必要な人員を説明の上、メンバーの

選定を依頼し、日本側と協力して調査を実施する体制を整えることが重要である。また、

ルーマニア側機関はトップダウンの体制であるため、できる限り大臣、次官への説明の機

会を持つことが望ましい。なお、MWEP へは事業団の長期専門家が派遣されており、相手

側の体制・事情に通じていることから密に連絡を取りつつ調査を行うことにより円滑な調

査の進行の助けになることが期待される。 

対象となる有害廃棄物の管理に係るルーマニア側関係省庁の所管は、主実施機関である

MWEP のみではなく横断的なものとなっている。例として、リサイクル活動に関しては産

業資源省が所管している。本年廃棄物リサイクルに係る法律が施行されており、対象とな

っているのは金属、非鉄金属、紙、古紙、プラスチック、繊維、ゴムの 7種類である。リ

サイクル企業に対しては National Commission が認可を与えており、現在約 300 社が認可

されている。また、セクター毎に研究所が設置されている場合もあり、非鉄金属セクター

における研究所では環境負荷を低減するためのプラント近代化デザイン等も行っている。 

本格調査実施の際にはこれら関連機関の役割を十分に理解し、直接のカウンターパート

機関以外の関連機関に対しても調査への協力を求めることが必要であると思料する。 

 

3-2 他援助機関の動向 

現在EUのTwinning Projectとしてドイツが実施している廃棄物全体の管理戦略策定支援

（EU 指令の法制化を含む）のフェーズ 1 が平成 13 年 11 月をもって終了しており、フェ

ーズ 2 のプロポーザルも提出されている。 

本件開発調査は廃棄物の中でも有害廃棄物に特化した部分の適正管理を指向しており、

EU・ドイツによる協力との重複はない見込みである。しかしながら、必要に応じてステア

リングコミッティへの参加を要請する等の方法で互いの協力進展状況を把握するととも

に内容が重複することのないよう適切な協調、調整を図ることが必要である。  

また、調査内で提言するマスタープランおよびアクションプランは EU・ドイツによる

支援結果と整合的なものとなるよう留意することが必要である。 
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 なお、農業省が農業廃棄物に係る EU に対する支援のプロポーザルを準備しているとい

う情報を得ており、本格調査においてはこの動きもフォローする必要がある。 

 

3-3 パイロットプロジェクト 

 ルーマニア側は開発調査の成果として調査内で実施予定のパイロットプロジェクトに

も大きな関心を示している。相手側は特に農薬廃棄物の適切な管理・処分に関する分野に

興味を示している。当方が提案している 3R 分野の他にも、相手側ニーズに応える観点か

ら本格調査初期フェーズの情報収集段階でにこの分野においても何らかのプロジェクト

を実施することが可能であり且つ適当かどうかを検討し、相手側と協議のうえで決定する

必要がある。 

 

3-4 本格調査団の体制について 

ルーマニアは 2007 年の EU への加盟を希望しており、廃棄物関係の法整備についても

EU 指示に整合的なものとすべく整備を続けている。また、既述のとおり EU・ドイツによ

る廃棄物分野への協力プログラムも実施されており、これらとの重複を避けつつ各協力の

成果を高める必要がある。これらの観点から、調査団員の選定に際しては EU の有害廃棄

物管理行政に関する知識を持ち、可能であれば本分野に関する EU での業務経験を有する

団員を、必要な専門分野については活用することが望まれる。 

また、調査実施にあたっては強力な現地リソースである ICIM（環境研究所）を活用し

調査を推進することも必要であると思料する。 

 

3-5 マスタープラン策定支援 

 廃棄物管理に係る新法（Law No.426/2001）においては廃棄物管理計画の策定のために地

域計画としての位置づけの県レベルでの計画であるカウンティプランおよびこれを踏ま

えた国家計画としてのナショナルプランを策定することが規定されている。JICA 調査はこ

れらプランの中で有害廃棄物管理部分を担うものとなることが見込まれるため、M/P 策定

作業の中でナショナルプランドラフト支援を行う等により調査結果が活用されるように

する必要がある。ナショナルプランは現在の予定では 2003年 9月の完成を見込んでいる。

また、カウンティプランは現在第一ドラフトを作成している県もあり、予定通り進行すれ

ば 2002 年 1 月頃には出揃うことになる。 

 

3-6 その他 

MWEP のイリエ大臣が、2002 年春に国会での承認を得た後に駐ロシア大使として任命

される可能性が出てきている。その場合、後任の新大臣が同じ与党である社民党（PSD）

から選出される予定である。次官などの人事などについても、引き続き留意しつつ本格調



 - 10 - 

査を進めていく必要がある。 

また、MWEP では担当者の肩書が expert となっているため、JICA 調査団員の呼称を含

めて注意することが必要である。 

 

第 4 章 有害廃棄物管理の現状 

4-1 規制・制度 

ルーマニアにおける法制度は 1991 年の民主革命後に制定された憲法を柱として、以下

Law、Urgent Ordinance、Government Decision、Ministerial Order 等により構成される。表 4-1

にルーマニアにおける環境保護・汚染防止関連法制度の主要なものを示す。なお、個々の

法令の解説については本件に関するベースライン調査報告資料（英文）を参照のこと。な

お、本表には記載されていないものの、2001 年に廃棄物管理に係る新法（Law No.426/2001）

および廃棄物リサイクルに係る法律（Law No.465/2001）が施行されている。 

 有害廃棄物は Governmental Decision No. 78/2000 の Annex 1A において定義されており、

これは EU 指示と整合的なものとなっている。上記政令は Law No. 426 へ改正されている

が、有害廃棄物の定義そのものは変化していない。Law No. 426（改正案段階のもの）およ

び Governmental Decision No. 78 を附属資料-5 に示す。 

 

表 4-1 ルーマニアにおいて導入されている主要廃棄物管理・汚染防止関連法制度 
Number  Subject 
Law No 137/1995 on environmental protection 
Law No 6/1991 ratification of the Basel Convention on transboundary control and 

hazardous waste and their disposal 
Law No. 107/1996 
(part)  

on waters 

Law No. 4/1981 on communal management 
Law No. 198/1997  for the modification of Article 67 from the Law of Communal 

Management No. 4/1981 
Law No. 98/1994  on the ascertaining and penalising the infringements of the legal norms 

for public hygiene and health 
Law No. 10/1982 on obligations and responsibilities of the local councils and citizens for 

maintenance and cleaning of urban and rural locality, maintenance of the 
order and public discipline 

Law No. 137/1996  regarding the approval of the Government Ordinance no. 33/1995 on 
collection, recycling and reintroduction in the productive circuit of any 
type of reusable waste  

Law March 2000 regarding the Legislative Technique Norms for drawing up normative 
acts 

Law No. 73/2000  on the Fund for Environment and proposal for Urgency Ordinance to 
modify the law on the fund (Substantiation Report) 
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Urgent Ordinance  
No 78/2000  

on the waste regime 

Government Decision  
No. 33/1995  

collection and recycling of waste 

Government Decision  
No. 17/2001  

responsibility of environmental authorities for cooperation 

Government Decision  
No. 730/1997 

waste water 

Government Decision  
No. 38/1998  

quality system 

Government Decision  
No. 254  

regarding the modification of the Government Decision No. 127/1994, 
related to the ascertaining and penalising infringements of the norms for 
the protection of the environment 

Government Decision  
No. 127/1994  

regarding ascertaining and penalising offences against the norms for 
environment protection 

Government Decision  
No. 340/1992  

on the import regime for waste and residues of any type and for other 
goods that are hazardous for the human and for other goods that are 
hazardous for the human health and the environment 

Government Decision  
No. 511/1994  

regarding the adoption of measures for prevention and staving of the 
environmental pollution by the companies from whose activity results in 
certain pollutants 

Government Decision  
No. 540/1998  

regarding the constitution and operation of the interministerial committee 
for the promotion and monitoring of the National Action Plan for 
Environmental Protection 

Government Decision  
No. 851/1999  

regarding the approval of the methodology for the preparation, drawing 
up, endorsement and presentation of the proposals of normative acts to be 
submitted to the Government and the procedures for submitting them to 
adoption 

Government Decision  
No. 155/1999  

approving the waste management and the European Catalogue for Waste 

Government Decision  
No: 173/2000  

regarding PCB, PCT 

Government Decision  
No.48 /1999 

on road transport of hazardous substances 

Government Decision  
No.1374 / 2000 

approving the Norms for planned implementation in internal road 
transport of the European Agreement for international transport of 
hazardous substances 

Ministerial Order No.  
125/1996  

on permitting procedure for economic and social activities having an 
environmental impact according to the environmental protection law 
no.137/1995 

Government Decision  
No.426/2001  

approval of GEO 78/2000 wastes regime - regulating the activities of 
waste management, under conditions able to protect the human health 
and the environment 

Government Decision  
No. 662/2001  

regulating the management of used oils 

Ministerial Order 
487/1999(MWFEP) 

regarding accident emergency alarming system 
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Ministerial Order 
756/1997(MWFEP) 

on environmental pollution assessment 

Ministerial Order 
536/1997(MHF) 

on endorsing the Norms and Hygiene and recommendations on the life 
conditions of the population 

Ministerial Order 
184/1997(MWFEP) 

on environmental balance: risk assessment 

Ministerial Order  
No. 89/1996  

regarding the approval of the Specific Norms for work safety in the field 
of communal management and public sanitation. 

Ministerial Order  
No 663/1999 (MHF) 

management of hospital waste 

Ministerial Order  
No. 59/1976  

for the approval of the Regulation regarding collection, sorting, storage, 
tracking, management, delivery, transport and capitalisation of 
household, street and other similar waste 

Ministerial Order  
No. 1621/1995 (MIR) 

regarding methodological norms on the permitting procedure of 
economic agents involved in collection, processing and delivering of 
reusable waste 

Ministerial Order  
No.89/1996 (MWSP)  

specifying norms on works security for communal management and 
public health 

Ministerial Order  
No. 541/2000 

regarding the technical norms on the organisation and performing 
inspection and control activities in the field of environmental protection 

Ministerial Order  
No. 33/1995  

on measures to be taken in the collection, recycling and reintroduction 
into the production cycle of all types of reusable waste. 

Urgent Ordinance 
Proposal  

national commission for recycling 

    ：今回調査と関連するもの 

MWFEP: Ministry of Waters, Forestry and Environmental Protection（MWEP の前身） 

MIR: Ministry of Industry and Resources 

MHF: Ministry of Health and Family  

MWSP: Ministry of Works and Social Protection 

 

ルーマニアの廃棄物管理関連の法制度を EU 加盟に向けて EU 環境指示に整合的なもの

とする動きが進んでいる。これを目的としたプログラム（National Programme for the 

adoption of the Acquis: NPAA）を基にしたワーキンググループも組織されている。しかしな

がら、廃棄物管理分野において EU 指示整合的なものとなっているのはまだ一部であるの

が現状であり、前述のドイツ・EU による支援プログラムによる成果が期待される。 

ルーマニアの有害廃棄物に対する政策目標は以下のようなものである。 

・ 2015～2020 年までに EU 整合的な廃棄物管理制度を策定および施行 

・ 有害化学廃棄物によるリスクの軽減 

・ 産業有害廃棄処理施設の導入、 

・ 混合廃棄物による汚染埋め立てサイトの浄化 
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・ 工業設備の近代化による廃棄物発生量最小化 

・ National Cleaner Production Centre を通じたクリーナープロダクション技術普及 

・ 殺虫剤等化学物質の抑制的使用 

・ 上記政策促進への経済的インセンティブを与える財務メカニズムの開発 

 

4-2 発生量および処理状況 

 

4-2-1 発生量 

有害廃棄物は年間約 230 万 t（1999 年）発生しており、全廃棄物のうち 3%を占める。ICIM

の統計資料から入手したルーマニアにおける有害廃棄物発生量を表 4-2 に示す。なお、近

年 10 年間（1990～1999）の有害廃棄物発生量は主として経済後退の影響から減少してい

る。主要な発生源は石油化学を含む化学工業、冶金工業等の産業セクターである。1999 年

を例にすると、化学工業からは 60 万 t、冶金工業からは 9 万 t がそれぞれ発生しており、

最大の発生源となっている。有害廃棄物の輸入は禁じられており、発生は全て国内からの

ものである。 

表 4-2 有害廃棄物発生量 

Year kg/inhabitant kg/1000$ as GDP Total (mil. tones) 

1995 252 174 5.71 

1996 142 103 3.21 

1997 122 79 2.75 

1998 102 60 2.29 

1999 103 69 2.31 

  出典：ICIM 調査（1999） 

 

4-2-2 リサイクル 

リサイクルに関しては現在 7グループ（金属、非鉄金属、紙、古紙、プラスチック、繊

維、ゴム）に対して法律が施行されており、統計も存在している。リサイクル企業に対し

ては National Commission がライセンスを与えており、約 300 社が認可されているが、上記

7 カテゴリの廃棄物に対してであり、有害廃棄物はその一部を占めるのみである。なお、

上記カテゴリに使用済電池、包装廃棄物等を追加するための作業が現在行なわれている。 

 

4-2-3 最終処理 

有害廃棄物のうち約 60%は埋め立てられている。しかしながら、実際には「長期保管」

という名目で放置されている廃棄物も相当量ある。1999年においては各企業において 1800
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万 t の廃棄物が「保管」されている。このことからもわかるように、ルーマニアにおいて

は「landfil」、「land disposal」、「storage」が同義で使用されている場合が多くあり、注意を

要する。ただし、今後法整備が進み EU の埋立てに係る指示（Landfil Directive 99/31/EC）

に整合的な制度が策定されれば廃棄物の 1年間以上の長期保管に際しては前処理が必要と

なるほか、爆発性・腐食性を有するような危険物質は長期保管できなくなるといった措置

がなされる見込みである。 

かつては有害、一般廃棄物を問わずオープンダンプによる廃棄が行われており、EU 基

準を満たしている処分場は存在しなかった。近年、衛生型の処分場が建設され始めている

ほか、既存処理場に対して環境配慮工事を実施している例も見られる。ただし、これらは

ほんの一部の例にすぎず、今後も継続した取り組みが必要である。 

 

4-2-4 医療系廃棄物 

医療廃棄物は都市ごみ等と混合して焼却、埋め立てされているケースが多くみられ、有

害ガスの発生、処理場における負傷等が問題となっている。しかし、近年医療廃棄物用の

収集容器を作成し使用している病院の割合が増加しつつある（裏表紙写真参照）。病院が

焼却炉を有し、これを用いて廃棄物を焼却処理しているケースも多いが、これらの炉は排

ガス対策がなされておらず EU 基準に適合していない。 

 

4-2-5 その他有害廃棄物 

上記以外の有害廃棄物は以下のグループに分けられる。 

1）廃バッテリー、廃油 

2）農薬廃棄物 

3）商業活動由来の有害廃棄物（ドライクリーニング、写真廃液等） 

4）家庭由来の有害廃棄物 

このうち特に問題となっているのが 1）および 2）であり、政府関係機関も重要視して

いる。これらについてはそもそも統計データが不備であることから適正な管理計画、コス

トを含む必要施策の検討が困難であることが大きな問題である。そのため、最初のステッ

プとしてまず現状とそこから生じる環境影響を正確に把握することが必要な状況である。

農薬廃棄物については社会主義時代に配布された農薬がそのまま放置されているケース

が多く見られることが報告されており、これらの適正処理・管理に対する MWEP の問題

意識は大きい。 
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資料-2 主要面談者リスト 
 

1）ERM（在外プロ形コンサルタント） 

・ Mr. Robin Drewett （Associate）  

・ Ms. Andrea V. Cziczovszki （Project Coordinator） 

2）EBRD 

・ Ms. Nobuko Ichikawa （Principle Environmental Specialist, Environmental Appraisal Unit） 

・ Mr. Nils Christian Holm （Principal Banker） 

3）水利・環境保護省 

・ Dr. Jelev Ion （Secretary of State for Environment Protection） 

・ Mrs. Liliana Bara （Director, Directorate for European Integration and International Relations） 

・ Dr. Mariana Ghineral（ Director, Directorate of Management of Waste and Dangerous 

Chemicals） 

・ Mr. Cornel Florea Gabrian （Director, Ecological Control and Monitoring Directorate） 

・ 田中 研一（JICA 専門家・環境アドバイザー） 

4）産業資源省 

・ Ms. Doina Constantinescu （Head of Office for Environment Protection） 

・ Mr. Ion Dragomir （General Manager, Eng. Consulting and Design Institute for Non-Ferrous 

Metallurgy） 

・ 松田 武光 （JICA 専門家・生産性向上） 

5）EU 専門家（ドイツ） 

・Dr. Martin Pohlmann （Pre-Accession Advisor, EU/Phare-Twinning/ Institution Building） 

6）環境研究所（ICIM） 

・ Ms. Lumnita Stefanescu （Head of Waste Department） 

7）保健省（ブカレスト保健所・公衆衛生院） 

・ Dr. Calugaru Adrian （Chief Inspector of Directory of Sanitary Inspection） 

・ Ms. Oaua Gedrgesen （Engineer, Sanitary Engineer Department） 

8）ブカレスト環境保護所（EPI Bucharest） 

・ Ms. Daescu Rodica （Expert） 

・ Mr. Gabriel Ciuiu （Head of Monitoring） 

9）プロイエシュティ環境保護所（EPI Ploiesti） 

・ Mr. Adrian Baceanu （Chief Inspector） 

・ Ms.Liliana Barbu （Expert）  

・ Ms. Avram Viorica （Consiller, Mayor Ploiesti） 

10）石油精製会社（Petrobrazil） 
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・ Ms. Giatziela Sandu （Chief of the Environment Unit） 

・ Mr. LuclanRoman（Ssef Sectie ECBYAR） 

11）EU 代表部 

・ Mr. Cesar Niculescu（Task Manager, DELEGATION OF European Commission in Romania） 

12）在ルーマニア日本大使館 

・ 三橋 秀方（特命全権大使） 

・ 鎌田 立彦（一等書記官） 

・ 西池 万葉（三等書記官） 

13）JICA ルーマニア駐在員事務所 

・ 古川 洋（所長） 
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資料-3 面談議事録 
 

（1）ERM（在外プロ形調査コンサルタント）打ち合わせ 

Ø 日時・場所：11 月 5 日（月）10:00～12:20、JICA 英国事務所 

Ø 先方出席者：Mr. Robin Drewett （Associate）, Ms. Andrea V. Cziczovszki （Project 

Coordinator） 

Ø 当方出席者：渡辺団員、近藤団員、江口英国事務所次長、中村英国所員 

Ø 内容：当方より今回調査の趣旨を説明後、送付済みの質問票に従い質問事項を確認し

た。主な内容は以下のとおり。 

・ 処理統計には出てきていないが、ジプシーが埋立地でインフォーマルに金属等を回収

している。 

・ CP 活動の推進拠点として USAID が 4 年前に設置したセンター（PPC: Pollution 

Prevention Center）、ブカレスト大学内にあるセンター（CPC: Cleaner Production Center）

の 2 ヶ所が存在する。 

・ コンサルタントに関しては ICIM が重要。データベース構築に関係した知識・経験があ

る人材が 2 名いる。 

・ ICIM の持つデータベースと保健省の持つそれとの関連は全くない。 

・ 保管されている農薬汚染に関する問題について、どこが責任官庁となるかが不明確。

現地で確認するべし。 

・ 統計値は事業者が申告し EPIが集計したものを ICIM が取りまとめている。事業者自身

による数値のため、正確さには疑問を感じ得ない。 

・ EPIの人員、予算不足は深刻。コンサルタントサービス、監査、分析等を実施すると料

金の 30％が EPI に還元される制度が開始されている。 

・ Oltochim（化学セクター最大手）は処理施設への投資に関心を持つ可能性が高い。自社

廃棄物用の 4 つの焼却炉を保有している。セメントキルンによる処理はないと思われ

る。なお、過去にリンデン（DDT類似の農薬、1992 年生産禁止）を生産しており、こ

れを 12,000t 保管しておりその処理が問題となっている。 

・ 法令のドラフトは Twinning がサポートしている。ルーマニア側の本件キャパシティは

低く、省に 5～6 名しか lawyer がいない状況。 

・ 法執行のガイドラインについて、USAID が EPI 向け監査マニュアルを作成している。 

・ 法律上はマニュフェストシステムがカバーされている。 

 

（2）EBRD 

Ø 日時・場所：11 月 5 日（月）14:00～15:30、EBRD 本部 

Ø 先方出席者：Ms. Nobuko Ichikawa （Principle Environmental Specialist, Environmental 
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Appraisal Unit）, Dr. Rada Olbina （Principle Environmental Specialist, Environmental 

Appraisal Unit）, Mr. Denes Bulkai （Senior Environmental Advisor）, Mr. Nils Christian Holm 

（Principal Banker） 

Ø 当方出席者：渡辺団員、近藤団員、中村英国事務所員 

Ø 主な協議事項：資料に基づき当方から今回調査の目的、S/Wアウトラインを説明後、

特に調査実施後の投資に関する関心を中心に意見交換を行った。先方コメントの概要、

以下のとおり。 

・ 焼却炉等の処理施設はコストが高いため、これらの導入に対する融資を考えるなら国

のレベルから見て適正技術と言えるかの観点からの検討が必要であろう。廃棄物投入

量、処理量、受入処理料金までを明らかにせねば、ビジネスプランとして成り立たな

い。→石油精製会社が焼却炉を保有しているが、自社部分の廃棄物しか扱っていない。

拡張し他からの廃棄物も受け入れることが可能になればビジネスとして成り立つ可能

性が生じると考える。 

・ 個別工場への F/S は政策基本計画に沿っている必要がある。この点からまず M/P に着

手する本件調査の方針は理解できる。 

・ 8 年前にハンガリーに対して廃棄物処理に係る融資を行ったが、この際には法律、実施

主体がしっかりしており、外資の投資意欲もあり民間にオーナーシップがあった。今

回調査ではクライアントは誰になると想定しているか。→政府は規制サイドに立って

いるため、処理施設は民間に任せることとなろう。BOT、BOO 等手法を活用すること

も視野に入れる。（調査団） 

・ 廃棄物発生量減少、CP 活動への融資は個別の会社に対して有望であれば行える。 

・ 偶然に JICA 調査の結果を当行が活用した例はあるが、調査段階から情報を交換し連携

を模索した例はなく、本件は両者の協調のモデルとなりえる。今後とも情報提供を望

む。 

・ （市川）EBRD は JICA の役割、中東欧における実施事業、実績についての知識がほと

んどない。今後の連携を進めるならば、JICA 側で EBRD に対してプレゼンを実施する

ことを検討願いたい。取り上げる地域は中・東欧及び中央アジア、分野は環境、工業、

水・都市ごみ等が考えられる。なお、JBIC とジョイントで実施することも一案と思料

する。 

 

（3） 日本大使館表敬 

Ø 日時・場所：11 月 6 日（火）16:25～17:00、在ルーマニア日本大使館 

Ø 出席者：鎌田一等書記官、西池三等書記官、古川ルーマニア駐在員事務所長、田中専

門家、調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：当方より対処方針資料に基づき説明を行った。大使館からの主要なコ
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メントとそれに対する回答は以下のとおり。 

・ 報告書のルーマニア語による提供は相手側オーナーシップの観点から両側で作業を負

担することも考慮することが必要ではないか。この過程でメンタリティ的にもよりル

ーマニア側の関与が深まると思料する。→M/P を広く紹介するためには現地語による

報告書が有効。翻訳よりも M/P フォーマル化の段階で政府内の議論をすることに力を

注いでもらいたいという意識が当方としてはある。（調査団） 

・ EU 調査とのデマケに関する目途はあるか。→現在 EU 専門家が長期で入っており、フ

ェーズ II のプロポーザルが提出される予定である。今回協議にて内容確認のうえ検討

する。なお、有害廃棄物は EU 調査が触れていない部分である。（調査団、田中専門家） 

・ EBRD 融資の見込みはいかがなものか。→優先プロジェクトが特定された段階でEBRD

融資の可能性が検討されることとなろう。この要請はルーマニア側からなされること

となるが、調査内で優先プロジェクト設定を行う際に EBRD の意向を押さえておくこ

とは有意義であろう。（調査団） 

・ ICIM をステアリングコミッティーから抜くこととするのは何故か。→ICIM の調査実

施は契約ベースであるため、調査への協力を求める場合には再委託等の形をとること

となる。ステアリングコミッティーは調査をスーパーバイズする立場にあり、ICIM を

入れることは不自然となる。（調査団） 

 

（4）産業資源省（1） 

Ø 日時・場所：11 月 7 日（水）10:00～11:25、産業資源省 

Ø 出席者：Ms. Doina Constantinescu （Head of Office for Environment Protection）、Mr. 

Margarit Slevoaca （Councillor）、Ms. Anca Babes （Senior Technical Advisor, National 

Commission for Materials Recycling）、Ms. Liliana Nichita （Adviser）、田中専門家、調査

団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：当方より調査の目的等に関し説明を行った後質疑応答、意見交換を行

った。主要なポイントは以下のとおり。 

・ リサイクル 

7 グループ（金属、非鉄金属、紙、古紙、プラスチック、繊維、ゴム）に関して法律

が施行されており、統計もある。本年廃棄物リサイクルに関する法律（Law465/2001）

が施行された。リサイクル企業に対しては National Commission がライセンスを与えて

おり、約 300 社が認可されているが、上記 7 カテゴリの廃棄物に対してであり、有害

廃棄物はその一部。上記カテゴリに使用済電池、包装廃棄物等を追加するための作業

を行っている。リサイクルのためのインセンティブ付与の例として、ダチア（ルーマ

ニア国産車）を廃車にする際次も同社の車を購入すると 1 億 Lei（≒350US$）を割り

引く制度がある。 
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・ クリーナープロダクション 

2 ヶ所のセンターにより活動を実施している。それぞれ、ブカレストのポリテクおよ

び 4 年前に USAID の支援により設置された汚染防止センターである。 

・ パイロットプロジェクト 

デンマークの支援により非有害廃棄物に関するプロジェクトが実施されたことがあ

る。5 社の繊維会社を対象とし、エネルギー効率改善および廃棄物最小化を目的として

いた。ドイツから廃棄物最小化のためのコンサルタント監査の分野に支援がなされる

予定がある（内容をドイツ側と今後検討する）。セメントキルンによる焼却にも興味が

あるが、これには規則整備、コスト計算、投入廃棄物の品質管理が必要となる。 

 有害廃棄物収集システムの確立が現在欠落しており、この部分も取り上げることを

考慮願いたい。廃棄、収集の流れを確立することが必要。→本件テイクノートし、環

境省との協議の際に検討する。また、調査開始後の Ic/R 時にも貴省を訪問する予定と

するので、その際にも協議願いたい。（調査団） 

・ ステアリングコミッティー 

産業資源省から代表者を出し対応することとしたい。運輸省、農業省も入れてはど

うか。→環境省との協議の際に検討する。（調査団） 

・ 鉱山廃棄物 

排酸、閉鎖後の鉱山のオペレーション等が問題。環境調和型の処理、安全基準等に関

する経験が不足している。法的には環境法によってカバーされており、特別な法は存

在しない。地方 EPIの活用が望まれる。マイニング企業は 3～4 社民間合弁になってい

るものもあるが未だ全て国営。 

 

（5）産業資源省（2） 

Ø 日時・場所：11 月 7 日（水）11:30～12:30、産業資源省 

Ø 出席者：Mr. Calae Mandru （Head of Office, Metallurgical Div.）, Mr. Ion Dragomir （General 

Manager, Eng. Consulting and Design Institute for Non-Ferrous Metallurgy）、Ms. Doina 

Stanciu （Technical counselor, Eng. Consulting and Design Institute for Non-Ferrous 

Metallugy）、松田専門家、田中専門家、調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：当方より調査の目的等に関し説明を行った後質疑応答、意見交換を行

った。主要な議論は以下のとおり。 

・ 非鉄金属産業は大きな汚染発生源の一つである。現在生じている汚染に対する回復へ

のキャパシティビルディングを考慮願いたい。→この部分が重要であると思料する。

廃棄物発生量最小化の観点から、3R 分野に焦点を当てたい。（調査団） 

・ 主として非鉄金属には 3 つのサブセクター（アルミ、亜鉛、鉛）がある。これらは 30

～40 年前の機械で生産されているものもあり、近代化が望まれている。アルミスラッ



 - 45 - 

ジに関して今後 20 年間の処理を見越した新規処分施設ができており、他のセクターに

比べれば状況はよい。 

・ EU 統合に向けた新法によりルーマニアに対して厳しい規制遵守が求められることと

なり、これに取り組む必要が生じるであろう。→将来発生量の予測も行うこととなり、

この面から工業セクターは重要である。本格調査で詳細は議論することとなろう。 

・ 大気についても同様の調査を望む。→今次調査は有害廃棄物（固体、液体）を対象に

しており、別に扱う必要がある。必要があり、要請があれば検討する。 

 

（6）保健省（ブカレスト保健所） 

Ø 日時・場所：11 月 7 日（水）14:10～15:20、ブカレスト保健所 

Ø 出席者：Dr. Calugaru Adrian （Chief Inspector of Directory of Sanitary Inspection）、田中

専門家、調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：先方はブカレスト地域を所掌する保健所の監査課長である。主として

医療廃棄物の現状に関して質疑応答、意見交換を行った。主要なポイントは以下のと

おり。 

・ 都市ごみ等と混合して焼却がなされているケースが多く、有害ガスの発生が問題にな

っている。また、小型の焼却炉が多く排ガス対策がなされておらず、これら炉は EU

基準に適合しない。 

・ ブカレストにある約 60 の病院のうち、40 ヶ所にて取り組みがなされており、トレーナ

ー用テキスト（Managementul Deseurilor Clinice si Baza De Date Nationala, 1999）、ガイダ

ンスもある（Gestionarea Deseurilor Rezultate Din Activitatile Me Dicala, 1997）。医療廃棄

物用の収集容器を作成した実績もある（ボール紙およびプラスチック製の容器、写真

により撮影）。 

・ 本省には医療廃棄物問題に関する深い理解を持った人間がいないのが現状。 

 

（7）EU 専門家（ドイツ） 

Ø 日時・場所：11 月 7 日（水）15:30～16:30、環境省内 Phare 執務室 

Ø 出席者：Dr. Martin Pohlmann （Pre-Accession Advisor, EU/Phare-Twinning/ Institution 

Building）、田中専門家、調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：今後の Phare プログラムの動向、JICA 調査との連携、調査項目に関す

る意見交換を行った。主要なポイントは以下のとおり。 

・ M/P 調査のDifinition が重要である。調査は法律で作成することが規定されている国家

廃棄物処理計画（National Waste Management Plan）とどう関係することになるのか。な

お、S/W 案で対象廃棄物を規定している GEO78 は GO426 に変更されている。→JICA

調査は国家計画の中の有害廃棄物のパートを構成することになると考えている。ドイ
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ツ調査が法令ドラフトをカバーするなら、JICA 調査はこの部分を外すこととなる。（調

査団） 

・ JICA 調査が有害廃棄物に特化することに賛成する。これにより統合アプローチが可能

になる。また、Twinning プログラムにおけるスコープが有害廃棄物処理を含まないも

のとすることは可能。なお、現在フェーズ II プログラムのプロポーザルの審査中で、

11 月末を目途に実施可否が決定する見込み。専門家の CV がプロポーザル（受領済み）

に記載されているため、JICA 側からのコンタクトは可能。 

・ 国家戦略（National Strategy）は現在ドラフト中で、2002 年 3 月には用意ができる予定。

これに合わせ、ワークショップ等も行われることとなろう。National Strategy で現状の

レビューの情報はかなり得られることになる。 

・ 3R 分野について EU 調査は有害、非有害問わず詳細はカバーしていない。 

・ フランスによる Phare2000 プログラムが経済的手法の適用に関するプロジェクトを実

施している。これに関しても情報を収集するとよい。 

・ ICIM は 10 年に及ぶ廃棄物処理に関する経験と知識を持っており契約すれば有効であ

ろう。EU 調査においては契約主体が省であるため直接契約はしていないが、データベ

ース構築の一部を ICIM が実施した。 

 

（8）水利・環境保護省（廃棄物管理課） 

Ø 日時・場所：11 月 7 日（水）16:40～17:00、環境省内執務室 

Ø 出席者：Mr. Teodor Ognean （Directorate of Management of Waste and Dangerous 

Chemicals）、田中専門家、調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：農薬の保管に係る問題および廃棄物管理課の役割について情報を聴取

した。 

・ 農薬問題 

革命後、多くの場所で農薬が使われなくなり保管されているものがそのままの状態に

なっている。これの処理が問題となっている。課題は主として次の 2 点。①保管され

ている農薬の質・量のインベントリ確立②処理技術（焼却・埋め立て）。最終的には何

らかの技術を適用し、除去したい。保管場所の情報は EPI が収集し、ICIM 経由で環境

省に集まられるが、情報がアップデートされていない可能性がある。いくつかの County

を選んでチェックする必要がある。 

・ 廃棄物管理課の役割・体制 

課長以下、課員 4 名。新法（GO426）により設定された廃棄物枠組に基づき、EU 基

準に整合的な法規制の設定を担当している。焼却、埋立、包装廃棄物の担当者がおり、

自分は越境廃棄物を担当している。埋立の規制は他省庁を経由して 12 月に政府承認が

得られる見込み。 
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（9）水利・環境保護省（環境モニタリング課） 

Ø 日時・場所：11 月 7 日（水）17:10～17:50、環境省内執務室 

Ø 出席者： Mr. Cornel Florea Gabrian （ Director, Ecological Control and Monitoring 

Directorate）、田中専門家、調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：先方は全国の地方環境保護所（EPI）を統括する立場にある。本件調査

内容に関して行った質疑応答、意見交換の主要な点は以下のとおり。 

・ 本格調査時の工場調査、訪問に関しては問題なく、協力する。 

・ EPIの Inspection 部門は来年 1 月頃を目途に名称を Environmental Guardと変更し、より

監査を強化することを計画している。監査マニュアルはあるものの、この分野でのキ

ャパシティは不足している。 

・ 日本の有害廃棄物処理行政に関する取り組み、経験を共有することは有効であろう。

また、環境に与えたダメージの計算方法の情報があれば頂きたい。 

・ パイロットプロジェクトに関して、一つの工場を選定して解決策を検討するような形

は可能か。例として保管されている農薬の処理を一ヶ所で行い、これを全国に広めて

いくようなものが挙げられる。→保管されている情報の更新などは可能だが、処理業

務そのものを行うのは日本の経験も限られており、困難かと思われる。（調査団） 

 

（10）環境研究所（ICIM） 

Ø 日時・場所：11 月 8 日（木）10:00～11:30、ICIM 所長室 

Ø 出席者：Ms. Lumnita Stefanescu （Head of Waste Department）、Ms. Brindusa Petroaica、

田中専門家、調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：今次調査の概要を説明した後、調査内容等に関して意見交換を行った。

要点、以下のとおり。 

・ オフィススペースの提供に関しては問題なく、むしろ調査団と緊密に連絡を取れるこ

とを歓迎する。→コントラクトベースでとの発言があったため、調査団からこれはル

ーマニア側の負担事項であることから MWEP と話すよう伝えた。 

・ 農薬に関してはそれら性状がわかっていないのが問題。処理方法としては焼却がベス

トで、リサイクルはリスクが高い。私見では農薬の処理に焦点を置くのには賛成しか

ねる。有害廃棄物管理の現状に関する分析を十分に行った後に重点分野を見極め、パ

イロットプロジェクトを実施するべき。 

・ ステアリング・コミッティーには ICIM は入らずとも調査団と共に作業を行うのが望ま

しいと考える。ICIM はファシリテーターとして調査に関与していきたい。なお、ICIM

は 1995 年に実施されたブカレスト都市ごみ調査でも調査に参加している。 

・ 有害廃棄物管理の分野での活動は契約ベースでの工場監査（メッキ、冶金等分野）、環
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境省への規制作成への助力などがある。機器が古くなっているため、分析支援は行っ

ていない。 

・ 発生量把握のための情報は EPI 経由各企業からで収集しているが、その信頼性確認は

行っていない。企業の民営化により、データの確認はより困難になっている。信頼性

のあるデータをどう収集するかが重要。 

・ 廃棄物処理場のデザイン、設計はルーマニア国内の企業でも実施できる。4～5 の処分

場が現在建設中。コンスタンツァではルーマニア・フランス企業が合同で建設し、オ

ペレーションをルーマニア側で行っている例がある。結局のところ、初期投資および

オペレーショナルコストの回収が問題である。処理場に関しては、ICIM も位置、量、

容積等の情報リストを所持しているが、キャパシティが明確でない例が多く、キャパ

シティを越えているはずにもかかわらず廃棄が続いている例が見られる。→法規制が

導入されたばかりであり、今後実情とのマッチングが必要となる。最初のステップと

しては工場での分別、オペレーションガイドライン導入等が考えられる。（調査団） 

・ ICIM が関与しているドイツ支援によるNational Strategy策定の進捗は 11月末に Ic/R が

提出される見込みで、今後個別分野を深堀りしていくこととなる。有害廃棄物に関し

ては一部の章で触れている程度。最終的には 2002 年中頃に完成する見込みのため、

JICA 側調査にも内容は反映することは可能。 

 

（11）ブカレスト環境保護所（EPI Bucharest） 

Ø 日時・場所：11 月 8 日（木）12:00～13:00、ブカレスト市役所 

Ø 出席者：Ms. Daescu Rodica 、Mr. Gabriel Ciuiu （Head of Monitoring）、田中専門家、調

査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：EPI により実施されている監査実施体制に関して状況聴取した。 

・ 有害廃棄物量の報告は、①立入検査報告、②工場からの報告、によりなされる。②は

企業へ質問表を送付することにより実施している。EPI が送付先を選定し、回答率は

90％以上。立入検査で規制違反が発覚すれば罰金、改善指導により対応している。 

・ ブカレスト環境保護所には約 12 人の Inspector がいて、1 人あたり月 7～11 回程度監査

を行っている。企業は環境影響により 3 つにランク分けされ、最上位のランクの企業

（ブカレストで約 250 社）に対しては最低 3 ヶ月に一度の検査が実施される。 

・ 有害廃棄物の取り扱いに対しての Permit は EPI によりなされている。輸送、運搬に関

しても Permit が必要で、技術的な裏付け文書が必要となる。マニフェストシステムは

まだ導入されていないが、排出者が輸送業者に渡す書類は存在する。 

 

（12）グリナ廃棄物処分場 

Ø 日時・場所：11 月 9 日（金）13:30～14:00、11 月 13 日（火）15:45～16:10 
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Ø グリナ廃棄物処分場（ブカレスト市東南、市役所から車で約 25 分）を一度目はブカレ

スト EPI職員同行、二度目は調査団で訪問、視察した。本処理場は約 40 年前から廃棄

を開始しており、従来都市ごみ、産業廃棄物、医療廃棄物等種類を問わずオープンダ

ンピングによる廃棄が行われていた。敷地面積は現在約 40ha、 廃棄物高さは 30m で

ある。政権交代後 MWEP 大臣が本処理場を閉鎖すべきと発言し、一部シート保護によ

る環境配慮工事を実施しているところである。12 月には一期目の工事（2ha）が完了

し廃棄が始まる見込み。また、今後は全てこのような形の衛生処分場にしていくつも

りで、70ha の候補地がある。 

 

（13）公衆衛生院（Public Health Institute） 

Ø 日時・場所：11 月 8 日（木）14:55～15:30、公衆衛生院 

Ø 出席者：Ms. Oaua Gedrgesen （Engineer, Sanitary Engineer Department）、田中専門家、

調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：医療廃棄物処理に係る現状の情報を聴取した。要点、以下のとおり。 

・ 感染性、針等（Sharp）、化学薬品、手術使用廃棄物を対象とする。それぞれに対応し

た収集容器が開発されている。X 線測定に関連する廃棄物は民間業者により収集。 

・ 処理は病院の Crematory での焼却が主流で、これによる処理が問題となっている。低温

（300～400℃）での焼却でフィルターもないため、有毒ガスが発生する。 

・ 医療廃棄物に関するデータベースを 1999 年から構築している。2001 年は 23 州からの

データを収集している。収集は質問表送付により行っており、内容は、焼却、廃棄、

輸送等マネジメント方法に係るものが主。データベースについての ICIM との情報交換

は行っていない。→医療廃棄物の発生量を質したところ、対象を拡大してきているの

で 2001 年のデータがまとまれば参考になるデータが得られるとのこと。 

・ 1998 年にブカレストの 10 病院を対象として医療廃棄物調査を行った。 

・ 医療廃棄物処理に係る保健省責任者はGeneral Director of Public Healthになると考える。

将来的なコンタクト・パーソンに関しても省内で検討しておく。 

・ ベルギーによる支援が 2001 年から予定されている。期間は 1 年半で、3 つのパイロッ

ト病院を選定し、病院内部のマネジメント改善に係る技術移転を行うもの。なお、こ

のプログラムは Phare プログラムではない。 

 

（14）プロイエシュティ環境保護所（EPI Ploiesti） 

Ø 日時・場所：11 月 9 日（金）11:20～12:00、16:20～17:20、EPI Ploiesti 

Ø 出席者：Mr. Adrian Baceanu （Chief Inspector）、Ms.Liliana Barbu （Expert）、Ms. Florentina 

Alixandrescu （Expert）、Mr. Lfnce Petu （Expert）, Ms. Avram Viorica （Consiller, Mayor 

Ploiesti）、田中専門家、調査団（渡辺団員、近藤団員） 
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Ø 主な協議事項：EPI の活動、現状の問題点に関する状況を聴取した。 

・ 医療廃棄物を処理する施設はプラホバ県内にはない。 

・ 木材ごみを圧縮し燃料にするプロジェクトがスタートしている。 

・ 廃棄物処理場の閉鎖に係る調査は行われていないが、一つ既に閉鎖した場所がある

（Telejan処理場）。また、衛生埋立処分場が一ヶ所完成し、産業廃棄物（有害廃棄物除

く）を受け入れるための処分場も建設中。 

・ 石油会社からの有害廃棄物問題があり、土壌、水質汚染防止のためなんらかの対策（例

として特殊施設による安全な貯蔵等）が必要だが、投資面で問題がありなかなか進ん

でいない。 

・ 廃棄物に係る County Plan を来年 2 月までを目途に作成中である。 

 

（15）石油精製会社（Petrobrazil） 

Ø 日時・場所：11 月 9 日（金）12:20～13:10、Petobrazil-Petrom 

Ø 出席者：Ms. Giatziela Sandu （Chief of the Environment Unit）、Mr. LuclanRoman（Ssef 

Sectie ECBYAR）、Ms.Liliana Barbu （Expert）、Ms. Florentina Alixandrescu （Expert）、

Mr. Lfnce Petu （Expert）, Ms. Avram Viorica （Consiller, Mayor Ploiesti）、田中専門家、

調査団（渡辺団員、近藤団員） 

Ø 主な協議事項：石油精製会社を訪問し環境対策に係る取り組みに係る情報を聴取した。 

・ 水質、大気に関するモニタリングを行い、EPI に報告している。 

・ 環境担当は 80 人いる。スラッジ、廃棄物、排水プラント、研究所の人員の総数。なお、

本工場は 3,000ha の敷地面積で 4000～5000 人が就業している。 

・ 1991 年から（1997 年にアップグレード済）自社でロータリーキルン焼却炉を保有して

おり、2,500t/月の精製残渣スラッジ等を焼却している。昔発生した廃油が敷地に廃棄さ

れており（数千ヶ所）、これらの処理も行っいたいが容量としては不十分。 

・ 製油残渣以外の廃棄物としては触媒などがあり、一部をリサイクルして残りは処分場

へ持ち込み廃棄している。 

・ 排酸は個別プラントごとに前処理を行った後水処理施設に集めて処理している。 

・ ISO14000 の取得を目指しており、そのためのマネージメントシステムを構築中。 

・ リサイクルは民間に委託し、紙、プラスチック、触媒、金属等に関して回収している。 

 

（16）廃棄物処分場 

Ø 日時・場所：11 月 9 日（金）13:30～14:00、14:40～15:30 

Ø プロイエシュティ環境保護所職員の同行の下以下 2 ヶ所の廃棄物処分場を視察した。 

1) Terejan 処分場 

・ 40 年前から受入を開始し、2001 年 10 月まで廃棄物を受け入れたが現在は閉鎖されて
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いる。 

・ パイプを垂直に導入しバイオガスを収集し燃やす計画がある。 

2) Boldesti処分場 

・ 2001 年 10 月から廃棄物を受け入れ始めている。IRDEX 社により運営されている全国

で 2 ヶ所目の衛生埋立処分場である。なお、1 ヶ所目はブカレストにある。90,000t/年

を受け入れ、3 フェーズに分けて建設を行い 14 年間使用する予定。フェーズ 1 の建設

費用は 200 万 US$。 

・ 2.5m 掘り下げた部分に廃棄物を埋めていくスタイルで、最終的には地上 14m の高さま

で投棄する。底にはシートを張ってあり、浸出水は別に設置された池に集められ週 2

回回収されている。 

・ 処理料金は 7.5～10US$/t で廃棄物性状により異なる。一日約 30～40 台のトラックが訪

れる。例えば 11/8 には 380t が廃棄された。有害廃棄物、産業廃棄物は受け入れていな

い。産業廃棄物用の処理場は別に建設中である（地図入手）。 

 

（17）EU 代表部 

Ø 日時、場所：11 月 12 日（月）10:00-11:00 

Ø 出席者：Mr. Cesar Niculescu（Task Manager, DELEGATION OF European Commission in 

Romania）、調査団（丸山団長、阿由葉団員、渡辺団員）、田中専門家 

Ø 協議内容概要：当方より、調査の概要を説明し、German Twinning Programのポールマ

ン氏とも話して重複のないように考えている旨を説明した。先方より、次の説明があ

った。 

・ PHARE プログラムの中に German Twinning Programがあり、またドイツのバイラテラ

ルの協力により、national waste strategy, waste database development with ICIM がある。 

・ Twinning Programの次のフェーズは、ドイツとコンソーシアム（イギリス、フランス、

オーストリア）がプロポーザルを提出しており、来週決定される。決定されたパート

ナーと MWEP が詳細な TOR を作成する。期間は、2002 年 3 月から 2 年間になる予定

である。 

・ PHARE2002 budgetにおいて、農業省から農薬についてのプロジェクトのプロポーザル

が提出されている。内容は第 1 段階でクリアな inventoryを作成し、第 2 段階でルーマ

ニア側が neutralization を行うものである。2 月末までに内容が固められ、6月又は 7 月

に EU management committee が予算を決定する。承認されれば、開始は 2002 年末頃と

なる見込み。まだアイデア段階のものなので、承認されるかどうかは不明。 

・ ISPA で埋立地のプロジェクトがある。対象は都市廃棄物である。 

・ 環境規制を満たすためのコストは 20 billion Euroと見込まれている。PHARE2002 で、

economic  instruments に関する twinning project が承認されている。パートナーはフラン
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スで、2 週間以内に開始される予定であり、期間は 2 年間である。cost assessment, 

economic & financial instruments を扱う。 

・ 2002 年始めに、さらに 2 つの PHARE project が始まる予定である。それぞれ、1） 

Strengthening Regional Environment Protection Agency、2） Finalization of EIA Directive 

である。1）は、new inspection methods を扱う。 

・ ルーマニア側は、Project Cycle Management を知らない。 

 

（18）水利・環境保護省（廃棄物管理課） 

Ø 日時・場所：11 月 12 日（月）8:10～9:10、13:00? 13:45、MWEP 廃棄物管理課 

Ø 出席者：Dr. Mariana Ghineral（Director, Directorate of Management of Waste and Dangerous 

Chemicals）、Mr. Teodor Ognean （Directorate of Management of Waste and Dangerous 

Chemicals）、Ms. Fuluia Cojocaru （Expert, Directorate for European Integration and 

International Relations）、田中専門家、調査団（丸山団長、阿由葉団員、渡辺団員、近

藤団員） 

Ø 協議内容概要：S/W および M/M に関する文言案について相手側意向を踏まえ確認し

内容を必要に応じて変更した。概要は以下のとおり。 

・ 調査タイトルおよび対象廃棄物 

正式要請における対象廃棄物は産業廃棄物であったが、有害廃棄物に焦点を当てた調

査とすることを双方で確認した。対象となる廃棄物はルーマニアにおいて本年制定・施

行されている廃棄物管理に係る法律（Law No. 426/2001）において定義されているものと

した。 

また、相手側から現在廃棄（保管）されている農薬が及ぼす環境影響、および処理対

策に関する調査実施に対する強い要望があり、M/M において農薬廃棄物も調査対象とし

て考慮することを確認した。このため、パイロットプロジェクトは、当初予定していた

3R（reduce, reuse, recycle）分野以外も対象としうることとし、内容については調査開始

後に相手側と協議のうえ検討することを確認した。 

・パイロットプロジェクト 

 農薬廃棄物管理についての情報を得るため、農業省もメンバーとして加えることとし

た。また、正式なメンバーは調査開始後に追加することが可能であることを確認した。 

・レポート 

MWEP からの提案により、調査開始後第二次現地調査時にプログレスレポートを作成

し相手側に提出することを両者で合意した。 

・ 調査団執務スペース提供・調査に係る費用負担 

 M/M（案）では調査団執務スペースを MWEP 本省庁舎内に用意することとしていたが、

本省庁舎内はスペースの都合上困難なため、MWEP がアレンジするという形に変更した。
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なお、スペースは ICIM 内にアレンジされる予定である旨口頭で確認した。 

また、ワークショップ開催等の費用負担に関して、調査団執側で諸費用を負担し相手

側が C/P 側交通費を負担することで合意した。 

その他、相手側からの調査に係る要望が表明された。概要以下のとおり。 

・ 農薬については現在保管されているものが問題。実質上投棄状態にあるものもある。

これらの処理、廃棄方法に係る分野の調査を希望する。農薬工場は国内に数カ所のみ

で、これらは大きな問題ではない。→農薬に関してはパイロットプロジェクトを実施

するにしても具体的に何ができるか現段階の情報量では不明なため、情報収集後に検

討しカバーすることができるよう、M/M も変更している。（調査団） 

 

（19）水利・環境保護省（環境保護担当次官） 

Ø 日時・場所：11 月 12 日（月）14:00～14:50、MWEP 次官室 

Ø 出席者：Dr. Jelev Ion （Secretary of State for Environment Protection）、Dr. Mariana Ghineral

（Director, Directorate of Management of Waste and Dangerous Chemicals）、Mrs. Liliana 

Bara （Director, Directorate for European Integration and International Relations）、 田中専

門家、調査団（丸山団長、阿由葉団員、渡辺団員、近藤団員） 

Ø 協議内容概要：廃棄物管理課と協議を行い修正した S/W 案について協議を行い、何点

か修正を加えた。 

・ ステアリングコミッティの長はMWEP 環境保護担当次官が担当する予定であることを

口頭で確認した。 

・ 免税項目等の相手側アンダーテイキングに関して実施機関であるMWEP が権限を持っ

ていないため政府を代表して署名することが困難である旨言及があった。当方からは

以前の開発調査の例を示し説明を行った。 

・ 相手側からの要望により S/W および M/M は相手側の翻訳によるルーマニア語版も作

成し、M/M においてこれら文書は英文を正文とすることを確認した。 

 

（20）水利・環境保護省（S/W、M/M 署名式） 

Ø 日時・場所：11 月 13 日（火）10:30～11:00、MWEP 会議場 

Ø 出席者：Dr. Jelev Ion （Secretary of State for Environment Protection）、Dr. Mariana Ghineral

（Director, Directorate of Management of Waste and Dangerous Chemicals）、Mrs. Liliana 

Bara （Director, Directorate for European Integration and International Relations）、 田中専

門家、調査団（丸山団長、阿由葉団員、渡辺団員、近藤団員） 

Ø 協議内容概要：S/W および M/M に署名を行った。相手側からは本分野に係る重要性

を認識しており、今次協力の実施に対して感謝する旨コメントがあった。また、アン

ダーテイキング項目に関して、MWEP は当方からの説明を受けて首相府に本件の確認
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を求め、問題ない旨回答が得られたために署名が可能になった旨説明があった。サイ

ンは大臣が行う予定であったが国会予算審議のため出席できず、大臣名で次官がサイ

ンする形となった。 

 

（21）日本大使館報告 

Ø 日時・場所：11 月 13 日（火）17:10～17:50、日本大使館大使室 

Ø 出席者：三橋特命全権大使、鎌田一等書記官、西池三等書記官、調査団（丸山団長、

阿由葉団員、渡辺団員、近藤団員）、田中専門家 

Ø 協議内容概要：今次調査結果の概要、現地踏査における廃棄物処理場の状況やルーマ

ニアにおける廃棄物管理に係る現状および日本との相違点等について調査団から説明

した。大使館からのコメントは概ね以下のとおり。 

・ アンダーテイキングに関しては当国の開発調査において毎回発生している問題であり、

これまでは結果的に解決してはいるものの、双方後味が悪くなる。今後とも解決に向

けた努力が必要。 

・ 日本と EU とが協調して協力を実施していくのは前例も少なく、良いケースになり得

る。 
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資料-4 収集資料リスト、関連 URL リスト 
 
（1）収集資料リスト 

 

No. 資料の名称 版型 ﾍﾟｰｼﾞ 発行機関 言語 

1 Law No. 16/2001 A4 3 
Government of 
Romania 

ルーマ
ニア語 

2 Law No. 426/2001 A4 3 
Government of 
Romania 英語 

3 Urgent Ordinance No.9/2000 A4 2 
Government of 
Romania 

ルーマ
ニア語 

4 Romanian Standard SR 13399 A4 10 
Government of 
Romania 

ルーマ
ニア語 

5 IPRONEF （Brochure） A4 20 IPRONEF 英語 

6 EU Enlargement （Brochure） A4 47 EU 英語 

7 EU Assistance for Environment （For Presentation） 
A4 

 13 EU 英語 

8 Status of the Phare Programmes for Environment A4 6 EU 英語 

9 
German Twinning Proposal （RO/2001/IB/EN/ -1:Twinning 
to further assist Romania in the transposition and 
implementation of legislation in Waste Management） 

A4 30 

Phare Mission 
Team 
（EU/ 
Germany） 

英語 

10 EU Focus on Green Jobs 変A5 20 EU 英語 

11 
Investor’s environmental guidelines （Bulgaria, Czech 
Republic and Slovak Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Poland, Romania 

変A5 540 
EBRD/EU 
PHARE Program 英語 

12 Municipal and Environmental Infrastructure （Brochure） A5 36 EBRD 英語 

13 Natural Resources （Brochure） A5 24 EBRD 英語 

14 Finance for SMEs  （Brochure） A5 48 EBRD 英語 

15 
Environments in transition （The Environmental bulletin of 
the EBRD, Spring 1998） 

A4 21 EBRD 英語 

16 
Environments in transition （The Environmental bulletin of 
the EBRD, Spring 1999） 

A4 21 EBRD 英語 

17 
Environments in transition （The Environmental bulletin of 
the EBRD, Autumn 1999） 

A4 21 EBRD 英語 

18 
Environments in transition （The Environmental bulletin of 
the EBRD, 2001） 

A4 25 EBRD 英語 

19 Environmental Procedures A4 31 EBRD 英語 

20 Energy Operations Policy A4 25 EBRD 英語 

21 EBRD Portfolio Romania 2001 A4 2 EBRD 英語 



 - 56 - 

22 
Making sustainability accountable: Eco-efficiency, resource 
productivity and innovation（Topic Report） 

A4 40 
European 
Environment 
Agency 

英語 

23 
EUの環境政策と産業（欧州業界レポートNo.7、NNA 
European Industry Report） 

A4 31 
EBS （UK） 
LTD. 

日本語 

24 
主要国における最新廃棄物法制（第4章、EU）（国際比
較環境法センター編） 

A4 90 
国際比較環境法
センター 

日本語 

25 中東欧情報ファイル2000（ルーマニア部分抜粋） A4 20 

社団法人ロシア
東欧貿易会 
ロシア東欧経済
研究所 

日本語 

 

（2）関連 URL 

1）Environmental Links for Romania 

http://www.cleanerproduction.com/Countries/romania.htm 

 

2）Ministry of Waters and Environmental Protection 

http://www.mappm.ro/ 

 http://www.envir.ee/programmid/pharecd/soes/romania/html/index.htm 

 ・MWEP 組織図（ルーマニア語） 

  http://www.mappm.ro/WebTest/rom/oriz1/organigrama.html 

 

3）Government of Romania 

 http://www.gov.ro/engleza/index.html 

 

4）EU 

 http://www.europa.eu.int/ 

 ・EU 環境関連サイト 

  http://www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm 

 ・EU廃棄物規制の概要（Guide to the Approximation of European Union Environmental Legislation: 

Part 2 Overview of EU environmental legislation C. Waste Management） 

http://europa.eu.int/comm/environment/guide/part2c.htm 

・Directory of Community legislation in force: 15. Environment, consumers and health protection 

 http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lif/ind/en_analytical_index_15.html 

 

5）UN 

 http://www.un.org 

・ Romania Country Profile- Implementation of Agenda 21: Review of Progress Made since the 
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United Nations Conference on Environment and Development 1992 

  http://www.un.org/esa/earthsummit/romn-cp.htm 

 

6）REC 

 http://www.rec.org 

・ Status of National Environmental Action Programs in Central and Eastern Europe-Case Studies of 

Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania, FYR Macedonia, 

Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia Budapest, May 1995 

  http://www.rec.org/rec/publications/neapstatus/ 

・ Approximation of European Union Environmental Legislation-Case studies of Bulgaria, Czech 

Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia 

Budapest, February 1996 

  http://www.rec.org/REC/Publications/NEAPstatus/cover.html 

・ Use of Economic Instruments in Environmental Policy in Central and Eastern Europe-Case Studies 

of Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Slovenia, 

Edited by Jurg Klarer, December 1994 

  http://www.rec.org/REC/Publications/EcInstruments/cover.html 

・ The Emerging Environmental Market Part 2-A Survey in Bulgaria, Croatia, Romania and Slovenia, 

Edited by Gerald Fancoj Szentendre, September 1997 

  http://www.rec.org/REC/Publications/EmEnvMarket2/cover.html 

 

7）The European Integrated Pollution Prevention Control Bureau 

 http://eippcb.jrc.es/ 

 

8）The World Bank Office Romania 

 http://www.worldbank.org.ro/ 

 

9）EBRD 

 http://www.ebrd.com/ 
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